
第一部 定時総会 　　 進行： 内保事務局

　開会

　支部長挨拶 平田支部長

　新会員ご紹介 事務局

　議事審議

　　議長選出

　　第一号議案　　２０１７年度事業結果報告 宮田副支部長

２０１７年度収支決算報告 岡井　会計

２０１７年度収支監査報告 山田会計監査

　　第二号議案　　２０１８年度事業計画(案) 宮田副支部長・地区長

２０１８年度収支予算（案） 岡井　会計

　　第三号議案　　役員改選について

　　第四号議案　　シャープ社友会会則改定及び 事務局

中部支部細則改定ご報告
　　議長解任

　閉会

　　　　 　　　 休憩　（食事の配膳）

第三部 懇親会
 乾杯 新入会員

 中締め 中澤長野地区長

[日　時]　２０１８年５月１９日　(土)　１０時００分～１４時００分

[場　所]　シャープ名古屋ビル　７F集会室

　NO.

第１０回　定　時　総　会
シャープ社友会中部支部

氏　名

　議案書 



第一部　　第一部　　第一部　　第一部　　

支部長挨拶

新会員ご紹介

議事審議

①



第一号議案①　２０１７年度　事業・部会（同好会）　計画、実績

※計画は該当月に〇、実施は●日付を記載

※下段参加人数　

地区 事業、部会 世話役 基本日程 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 会員

●13日 ●27日

50名 新年会愛知/31岐阜/11三重/3 計45名

役員会 〃 ●27日 ●19日 16

役員ＭＴＧ 〃 ●27日 ●11日 ●19日 11

○→

来春

●15日 ●8日

19名 16名

（愛知、岐阜、三重、静岡一部）

●19日●27日●24日●29日 ●30日 ○ ●16日 ●12日 ●17日 ●17日

16名 11名 12名 16名 18名 中止 15名 17名 14名 11名

●13日 ●6日 ●14日●18日 ●26日

10名 10名 11名 12名 14名

○→ ●28-29日

16名

●27日 ○

18名 中止

●1日 ●10日 ●5日 ●14日 ○ ●10日

6名 6名 6名 ６名 中止 6名

○→ ●9日

8名

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 6

6名4日 6名5日 6名4日 6名4日 6名5日 6名3日 6名3日 6名4日 ６名５日 ６名４日 6名4日 6名3日

●26日

9名

●23日 ●4日

8名 5名

●23日 ●4日

8名 5名

●23日 ●4日

6名 4名

●12日 ●7日 ●23日 ●18日 ●5日 ○

7名 8名 6名 6名 4名 中止

●3日 ○ ○ ●22日 ●5日 ○

3名 5名 2名

○ ○ ○

三重地区便り 笹山 １日 ●3日 ●1日 ●1日 ●26日●25日 ●25日 ●27日 ○ ●8日 ●1日 ●20日 ●3日 34

○ ○

支部

全体行事

社会貢献活動

親睦ゴルフ

東海

早友ゴルフ会

旅行会

ＣＫＫクラブ

歩こう会 水曜日

飲み会

山田茂

みえ歩こう会

支部長

〃

〃

北井

谷川

幹事

森本

ＳＥＫ部会

215

30

28

22

10

近藤

愛知 三楽菜園 中野

岐阜

懇親会

グルメ会

辻本

亀山会故の森

土曜日

マレットゴルフ

みえ
顔見せ会

懇親会

みえ
カラオケの匠

笹山

笹山

岡井

秦野

秦野

みえボギー会 7

5

山本

的場

佐々木

ＮＯ.1

②

三重



地区 事業、部会 世話役 基本日程 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 会員

●2日

8名

●21日 ○ ○ ○ ●11日

5名 5名

●9-10日←○

10名

●9日 ○

10名

●3日

10名

●20日 ○ ○ ○ ○ ○ ●17日

2名 3名

●23日●28日 ●23日 ○→ ●19日●24日 ○→ ●25日●25日

3名 3名 3名 3名 3名 3名 3名

●6日 ●11日 ●15日 ●19日●23日●14日 ●11日 ●16日●27日●24日●17日

5名 5名 5名 5名 ４名 5名 4名 ４名 ４名 4名 5名

●２１日●18日●15日 ●6日 ●28日●21日●26日●20日 ○ ○

4名 3名 3名 3名 4名 ４名 ２名 2名 中止 中止

○

●2日 ●18日

16名 20名

●6日 ●2日 ●8日 ●18日

8名 9名 8名 7名

●1日 ●3日 ●12日 ○ ○

10名 6名 7名 19日

日曜日 ●23日●27日●25日●23日●27日●２４日●11/3 ●26日●17日 ●2/4 ●25日●21日

4名 4名 4名 4名 4名 ４名 ４名 4名 ４名 4名 4名 4名

●13日 ○

9名

日曜日 ●28日

4名

◆２０１７年度「全員参加運動」状況表総括

（　）前年度実績

13

1,184

栗林
角谷

井幕
寺井

上田
土室

ゴルフ同好会

麻雀同好会

47愛　知 637

5

15

8

4

7

北陸

懇親会

歩くまい会

③

（213）

社会貢献活動

長野

マレットゴルフ

懇親会

中澤

丸田

写真同好会

静　岡 19

59.4%

68.4%131

金丸

ゴルフ部会

66.7%

支部計 212 126

3

64.3%

60.1%

長　野 9 6 28

中国語勉強会

55.6%

実績は報告分記載

73.7%

〃

〃

〃

〃

〃

50.0%

55.6%

懇親会

花見会 石上

3

6

〃

地区
役員

武樋
金丸

35

3/31現在

112

参加率

64.3%

地区名
前年同日
参加率

新年会

釣り部会

54.7%

42.9%

会員数

110

ＮＯ.2

静岡

参加数

69.1%

北　陸

岐　阜

68

54

三　重

27

歩こう会

旅行会

〃

（128） （1,182）

30

4/1～3/31

166 55.6%

15

延べ人員

15



第一号議案②　平成２９年度　収支決算報告

④



第ニ号議案①　２０１８年度　事業・部会（同好会）　計画（案）

1、社友会本部計画　

　①新規会員の加入促進

　②会員へのタイムリーな情報発信（HPの充実・情報誌の発行）

　③COCOROメンバー制度への加入促進

２、中部支部計画

　①一声運動で新規会員の加入促進に努める

　②一声運動で同好会活動への参加促進を図り、参加率向上に努める

　③Ｗｅ Ｌｏｖｅ ＳＨＡＲＰ運動の継続推進

地区 事業、部会 世話役 基本日程 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 会員

○総会 ○新年会

19日 予定

役員会 〃 ○ ○ 16

役員ＭＴＧ 〃 ●2日 ○ ○ 11

○ ○

１７日

社会貢献活動

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

21日 休み 伊勢神宮

○ ○ ○ ○ ○

20日

○

○

予定

●14日 ○ ○ ○ ○ ○

5名

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

23日

⑤

岐阜

懇親会 辻本 27

グルメ会 佐々木

10

ＳＥＫ部会 岡井

愛知 三楽菜園 中野 6

幹事

飲み会 森本

ＣＫＫクラブ 山田茂
２か月に

１回

親睦ゴルフ 小川 30

地
区
合
同

歩こう会 北井 28

早友ゴルフ会 22

旅行会

※計画は上段に○印、下段に予定日記載 NO.1

支部

全体行事 支部長 212

セミナー 〃



地区 事業、部会 世話役 基本日程 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 会員

○ ○

○ ○

三重地区便り 笹山 ●1日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●1日

8名

○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●14日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5名

●12日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4名 10日 14日 12日 9日 13日 11日 8日 13日

○

12日

○ ○

○ ○ ○ ○

9日

○ ○ ○ ○

1日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22日 27日 24日 29日 26日 30日 28日 25日 23日 27日 24日 24日

○ ○

富山

クリーン
ビーチ石

川

27日

⑥

社会貢献活動 金丸

実績は4/２１報告分

8

麻雀同好会
井幕
寺井

最終
日曜日

4

写真同好会
上田
土室

7

9

北陸

懇親会
地区
役員

54

歩くまい会
武樋
金丸

15

ゴルフ同好会
栗林
角谷

中国語勉強会 〃 6

長野

マレットゴルフ 中澤
第二

木曜日
5

懇親会 丸田

釣り部会 〃 3

ゴルフ部会 〃 3

懇親会 〃 19

新年会 〃 19

静岡

花見会 石上 19

歩こう会 〃 19

旅行会 〃 19

NO.2

三重

顔見せ会 笹山 35

懇親会 〃 35



科　　　　目 予算金額 備考 科　　　　目 予算金額 備考

前年度繰越 617,702 役員会交通費 80,000 各地区１名年2回出席

会　　費 636,000 212名 役員ＭＴＧ交通費 45,000 年5回

総会支援金 50,000

入会金 20,000 4名見込み 事務所日直交通費 60,000

新会員 12,000 4名見込み 通信費ＮＴＴ 13,000

事務費 25,000

慶弔費 150,000 喜寿16名　古希9名

地区通信費 20,000

利息 文書発送費 0

振込手数料 500 新会員用

雑費 45,000

予備費 100,000

小　　計 588,500

次年度繰越 697,202 △79,500

合　　計 1,285,702 合　　計 1,285,702

第二号議案②　２０１８年度　収支予算（案）

２０１８年度「社友会　中部支部」収支予算（案）

(２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日)

収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部

⑦



　金子勝彦　 （２４６０）

　　支　　　　部　　　　　長 　平田靖夫　 （２８５４）

　　副　　支　　　部　　　長 　宮田直芳　 （２０４１）広報

　　副　　支　　　部　　　長 　吉住禎二　 （４６５６）

　　事　　　務　　局　　　長 　内保武次　 （６２１３）

　　幹事　　　愛知地区長 　谷川　　守　（３２２９） 　谷川　　守　（３２２９）

　　　〃　　　愛知副地区長 　北井一夫　 （３１３９） 　北井一夫　 （３１３９）

　　　〃　　　岐阜地区長 　辻本文英　 （５５４３） 　辻本文英　 （５５４３）

　　　〃　　　岐阜副地区長 　梅田幸雄　 （５０９２） 　梅田幸雄　 （５０９２）

　　　〃　　　三重地区長 　笹山俊一　 （２００２） 　笹山俊一　 （２００２）

　　　〃　　　三重副地区長 　山本正臣　 （４４８４）

　　　〃　　　静岡地区長 　石上　　宏　（４２０４） 　石上　　宏　（４２０４）

　　　〃　　　静岡副地区長 　松永　勝　  （６３６１） 　松永　勝　  （６３６１）

　　　〃　　　北陸地区長 　竹内育夫　 （６０１１） 　竹内育夫　 （６０１１）

　　　〃　　　北陸副地区長 　森本次丸 　（５４９３） 　森本次丸 　（５４９３）

　　　〃　　　北陸副地区長 　山本新一郎（５９１８） 　山本新一郎（５９１８）

　　　〃　　　長野地区長   中澤　　仁　 （５２４５）

　　事　　　　務　　　　　局 　小川　　貢　 （６５００）

　　広　　　　　　　　　　報 　牧野和弘　 （５８０８）

　　会　　　　　　　　　　計 　岡井善孝　 （６２４３）

　　会　　　計　　監　　　査 　山田　　茂　 （４８５５）

⑧

第三号議案　役員改選について　

役　　　職 ２０１７年度役員 ２０１８年度役員

 顧　　　　　　　　　　問

―



第四号議案①　シャープ社友会会則改定についてご報告

会員資格について見直しを行います。

《　現 行　》

第３条（会員）

１．本会は、会社に15年以上在職し、定年退職後、本会への入会を希望して、所定の入会手続き

　　により本会本部の承認を経て「会員基本台帳」に登録された者を会員とする。

２．前項の条件を満たさないが、本会への入会を強く希望し、かつ会社の総務部門責任者及び

　　本部役員又は、支部長の推薦がある場合には、所定の入会手続きにより、本部役員の承認を

　　経て、会員になることができる。

３．定年退職後、会社に再雇用された者は、再雇用の終了の後、所定の手続きにより、

　　会員になることができる。

　　　なお一旦、会員になり、その後に会社に再雇用された者は、その時点以後は会員資格の

　　　休止期間とし、会員としての権利・義務はなくなるが、再雇用の終了と同時に所定の

　　　手続きにより会員資格を復活することができる。

   より本会本部の承認を経て「会員基本台帳」に登録された者を会員とする。

  　希望し、かつ会社の総務部門責任者及び本部役員又は、支部長の推薦がある場合には所定の入会手続き

　　考慮し、再入会の可否を役員会議に諮り決定する。

⑨

４. 特別入会者の取扱

４－１．途中退職者については、退職時55歳以上を対象とする。

４－２．何らかの理由で一旦退会した後、再入会を希望する者については、退会時の状況、並びに退会後の

　　 期間を考慮し、再入会の可否を役員会議に諮り決定する。

　　但し、入会を申し込む時点で、下記の何れかに該当する者は除く。

　　　　　（１）70歳以上の者

　　　　　（２）定年退職後10年以上を経過している者

4.　再入会について

　　何らかの理由で一旦退会した後、再入会を希望する者については、退会時の状況、並びに退会後の期間を

　　再入会に当たっては再入会当年度の年会費のみ納入が必要で、入会金は不要とする。

《　改 訂 案　》

1.　本会は、会社に15年以上在職し、退職後（中途退職も含む）本会への入会を希望して、所定の入会手続きに

   中途退職者が入会を申し込む時点での年齢は問わない。

2．　退職後10年以上経過している者、70歳以上の者、及び前項の条件を満たさないが、本会への入会を強く

　　により、本部役員の承認を経て、会員になることができる。

3.　退職後も会社に再雇用またはいずれかの会社や機関等で勤務されたとしても、会員資格を有する。



中部支部細則第３項（事務所運営事項等）

現行

イ.事務所の開所は原則として第１、第３月曜日とする。

　 開所の時間は１０時～１５時とする。（但し祭日、会社の休日の時は翌日とする。）

改定改定改定改定

イ.事務所の開所は原則として毎週月曜日とする。

　 開所の時間は１０時～１２時とする。（但し祭日、会社の休日の時は翌日とする。）

現行

ハ.日当は１日１,０００円とし、交通費は実費支給する。

改定改定改定改定

ハ.日当は撤廃とし、交通費は実費支給する。

「付則」

８.平成３０年３月１９日役員会で、第３項イ.ハを改定する

第四号議案②　シャープ社友会中部支部細則改定についてご報告

⑩



会員情報

平成２９年度中部支部　《 物　故　者 》　名簿

　衷心よりご冥福をお祈り申し上げます

会員番号 お名前 享年 ご逝去日 地区

4680 傍島　勝雄 76才 2017. 5.16 岐阜

4657 菅沼　慶一 77才 2017. 6. 2 愛知

4362 廣瀬　哲雄 68才 2017. 6.13 北陸

敬称略

平成２９年度中部支部新会員紹介（3/31現在）

　ご活躍を祈念しております

会員番号 お名前 年齢 入会日 地区

6603 新田　大明 61 2017. 5.25 北陸

6612 中村　勝宣 68 2017. 7.25 岐阜

6613 井上　照行 63 2017. 7.25 愛知

6617 早川　満嘉 57 2017. 8. 3 岐阜

6623 槇野　　元 58 2017. 9.25 愛知

6634 嶋田　邦生 60 2017.12.19 北陸

敬称略

資料　1

⑪



本会則は社友会会則に準じ、中部支部としての運営基準を定めるものである。

第１条（名称）
本会をシャープ社友会　中部支部と称する。

第２条（事務所所在地）
　　　　愛知県名古屋市中川区山王３丁目５番５号　シャープ名古屋ビル内に置く。
第３条（目的）

本会は会員相互の心身の健康維持増進を助長しつつ、親睦を図ると共に、活発かつ
円滑な活動を通じて、会社に寄与する事を目的とする。

第４条（会員資格）
本会の会員は、シャープ社友会会員の有資格者で、中部支部に入会を希望する者
によって構成する。

第５条（組織構成）
中部支部は次の地区により構成される。
愛知地区・三重地区・岐阜地区・静岡地区・長野地区・北陸地区

第６条（役員）
本会に次の役員を置く。
支部長　　　　　　１名 副支部長　　　　　　　　　　２名
事務局長　　　　　１名 幹事「地区長・副地区長」　若干名
事務局　　　　　　２名 会計　　　　　　　　　　　　１名
広報　　　　　　　２名 会計監査　　　　　 　１名
支部長に助言を行う顧問を置く事が出来る。

第７条（役員の選出）
イ．地区それぞれに於いて幹事「地区長」を選出する。
　　各地区に於いて、副地区長を置く事が出来る。
ロ．幹事会に於いて、支部長を選出する。
ハ．支部長は副支部長、他役員（幹事除く）を指名する。
ニ．顧問は役員会の推薦により委嘱する。

第８条（役員の任期）
支部長　　３年「再任は妨げない」 他役員（顧問除く）　２年「再任は妨げない」
継続期間は原則２期迄とする。

第９条（運営）
本会の運営は、自主的に行うことを原則として、次の通りとする。
イ．役員会（ＰＣ役員会含む）は定期的に開催し、事業活動の円滑な推進を図る。
ロ．総会は年１回開催する。役員会が必要と認めた場合は、臨時に開催する事ができる。
ハ．年度毎に会員名簿を発行、若しくはホームページに掲載する。
ニ．会員相互の親睦を図る為、同好会・親睦会・旅行会等を開催する。
ホ．会員への慶祝及び弔慰を行う。

第１０条（総会）
総会は中部支部の最高議決機関であって、支部長が開催通知を発し、出席者を
以って成立し、出席者の過半数で議決される。

第１１条（会計）
本会の会計は年会費、新入会員の入会金及び寄付金、助成金をもって運営する。
会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日で終わる。
イ．入会金、年会費は本部会則の定めるところにより、中部支部に納付する。
ロ．既納の入会金、年会費は返還しないものとする。
ハ．総会・同好会・懇親会・旅行会は開催の都度、実費を徴収する。

第１２条（事業報告及び収支決算報告）
事業報告及び収支決算報告は毎年一回の総会において承認を得る。

第１３条（会員資格の消滅）
本部会則第１６条に準ずる。

第１４条（入会金及び年会費）
本部会則第１３条に準ずる

「付則」
1.本会則は、総会出席者の過半数の賛成により、改訂する事ができる。
2.本会則に定めない事項については、細則に定めて会の運営を行う。
3.本会則は、２００９年４月１日より施行する。
4.本会則は、２０１１年４月１６日総会で一部改訂する。
5.本会則は、２０１４年５月２１日の総会で一部改訂する。
6.本会則は、２０１６年５月１４日の総会で一部改定する。
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中部支部運営の為、下記の細則を定める。

第１項（会員への慶祝及び弔慰）

イ．「慶祝」祝金又はこれに相当する記念品を贈呈する。（支部長メッセージ添付）

古稀（満７０歳）　　２,０００円　　喜寿（満７７歳）　５,０００円　　

米寿（満８８歳）　１０,０００円　　白寿（満９９歳）　３０,０００円

ロ．「弔慰」

ア．会員の死亡・・・支部長名の弔電と香典１０,０００円

イ．会員の葬儀、告別式に参列する役員については交通費の実費を支給。

（但し３名以内とする。）

ハ．イ．ロ項を執行するに当たり、予算に不足が見込まれる場合は、

　　慶弔費を別途徴収する事が出来る。

第２項（日当・交通費等の支給）

イ．役員会及び役員ミーティング(MTG)に出席の交通費は、実費支給する。

ロ．役員の本部会議への出席交通費は、本部援助分を差し引き実費支給する。

ハ．支部総会の開催に関し、北陸、静岡、長野の各地区に出席費用の一部として、

　　定額補助を行う事が出来る。

ニ．日当、その他の事項は役員会で決定する。

第３項（事務所運営事項等）

イ．事務所の開所は原則として毎週月曜日とする。

　　開所の時間は１０時～１２時とする。（但し祭日、会社の休日の時は翌日とする。）

ロ．日直は原則として愛知県在住の役員が交代で之に当たる事とする。

ハ．日当は撤廃とし、交通費は実費支給する。

ニ．社友会事務所に出向き、業務対応する役員に謝礼を支出することができる。

　　謝礼は、支部長、副支部長、事務局長が相談決定する。

第４項 (役員に欠員が生じた場合の処置)

支部会則第6条の役員に、やむ得ない理由から欠員が生じた場合、支部長又は副支部長が

代理を指名し、役員会に報告する事とする。

代理の任期は欠員の期間又は総会時点までとする。

第５項（ＰＣ役員会）

イ．役員の集合が困難な場合、ＰＣ（メール）活用で役員会を実施する。

ロ．主宰者は支部長、副支部長、事務局長とする。

ハ．参加役員は、参加者全員に意見を送信し、過半数の賛成で決議とする。

「付則」

1.細則の改定は、役員会の承認を得て行う事が出来る。

2.本細則は2009年4月1日より施行する。

3.2009年7月31日持回り役員会にて・第2項イ、第3項イ、ロ、ハ、第4項を追加及び改訂する。

4.2009年11月6日役員会にて、第1項イ、ロの改定と第5項を追加する。

5.2011年4月16日総会で一部改正、第６項を追加する。

6.2012年2月22日役員会で第1項及び第2項の「ハ」を追加する。

7.2014年4月、ＰＣ役員会で第１項を改訂する。

7.2016年3月16日役員会で、第３項に二を追加する。

8.2018年3月19日役員会で、第３項イ.ハを改定する。
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